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令和４年度第５回 府中市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和４年８月２５日(木)午前９時３１分から午前１０時３２分

２．開催場所 上下町民会館 ２階 会議室

３．出席委員 ９人

１番 秋山 剛 ２番 野津田はるみ ３番 小川康成

４番 竹内茂樹 ５番 小森山仁司 ６番 瀬尾 毅

７番 岡本 隆 ８番 末宗龍司 ９番 木戸安江

10番 久保時治 11番 小寺 旭

推２番 岡崎正昭 推３番 田原忠一 推４番 濱保敬志

推５番 向田定男 推６番 横山寿人 推７番 槙本桂志

推10番 高山明久 推11番 粟根耕作 推12番 井手口昭博

４．欠席委員 なし

５．傍聴人 なし

６．議事日程

第１ 開会あいさつ

第２ 議事録署名人の指名

第３ 協議事項

議案第17号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第18号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第19号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第20号 非農地証明交付申請について

第４ 報告事項

報告第11号 農地法第５条の規定による届出について

第５ その他

（１）９月の総会の日程について

７．農業委員会事務局職員

農業委員会事務局長 池田 弘昭

農地係主任 田渕 哲也

８．会議の概要

【事務局（池田）】定刻になりましたので、これより令和４年度第５回農業委員会総会を

開催します。まずは会長より挨拶をお願いします。

【議長】（会長挨拶）

本日の欠席委員はありません。定数に達しておりますので、令和４年度第５回農

業委員会総会をこれより開催します。本日の議事日程はあらかじめお手元にお配り

しておりますとおりです。なお、携帯電話につきましては、マナーモードか電源を
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お切りください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】それでは、日程第２ 議事録署名委員の指名を行います。本総会の会議録署名

委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、２番 野津田委員、８番 末宗委員

を指名します。よろしくお願いします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】それでは、日程第３ 協議事項に入ります。なお、発言に当たっては、挙手のう

え、議長の指名を受けてからお願いします。

議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請について事務局より説明して

ください。

【事務局（田渕）】（議案第１７号を説明）

【議長】それでは担当委員の補足説明をお願いします。番号１から４を粟根委員お願い

します。

【推 11 番 粟根委員】番号１から３について、８月 16 日に譲渡人 ○○ ○○さんと

○○ ○○○さんと譲受人 ○○ ○○さんと加納委員とで現地確認をしました。

現地の父石町庄田は僧殿橋を渡り、東に向かって JR 踏切から 20ｍのところです。

○○さんはこれまでも農業をされておりましたが、経営拡大して自宅の近くに農

地をまとめたいとのことです。

番号４について、８月 19 日に譲渡人の○○さんは遠方のため、譲受人の○○さん

は父親の○○○○○○が来られる予定でしたが、急用のため欠席で、瀬尾委員と代

理人の近藤さんとで現地確認をしました。

現地は広谷大池の南約 30ｍの道沿いで、現況地目は山林となっていますが、作物

がすぐ植えられるよう管理されています。○○さんは約 2,900 ㎡を耕作中ですが、繁

忙期には 10 名程度の雇人がいるとのことです。ここで野菜を作るとのことです。問

題はないと思われます。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご意見ご質問はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第１７号は提案どおり許可妥当の意見と

することに、ご異議ありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは議案第１７号は提案どおり許可妥当の意見とし

ます。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、議案第１８号 農地法第４条の規定による許可申請について事務局から

説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第１８号を説明）

【議長】続いて、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を井手口委員お願いしま

す。
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【推 12 番 井手口委員】８月 17 日に行政書士の表さんと小寺会長の３名で現地確認を

行いました。

現地は府中松永線にあるコンビニより東南に約 200ｍの山裾で、市道と県道に囲ま

れた角地で、西側はコンクリートブロック、東側は石積み、南側は○○さんの畑で

境界は問題ありません。土地は造成・整地し、排水は自然流下で西側にある水路に

流し、また周囲の農地への日照・通風等悪影響もありません。面積 124 ㎡と墓地に

しては広いと思われますが、市道・県道が幅２～３ｍと狭く、車が駐車できないた

め、墓地内に２台分の駐車スペースを、また、東西が法面にとられ、東側は近隣の

住宅に配慮して緑地帯を設ける予定でこの面積になっております。ご審議をよろし

くお願いします。

【議長】ただいまの事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第１８号は提案どおり許可妥当の意見と

することにご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第１８号は提案どおり許可妥当の意見と

します。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、議案第１９号 農地法第５条の規定による許可申請について事務局から

説明してください。

【事務局（田渕）】（議案第１９号を説明）

【議長】続いて、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を粟根委員お願いします。

【推 11 番 粟根委員】８月 19 日、譲渡人の○○さんは体調が悪く、譲受人の○○○○

さんは急用で欠席されたため、瀬尾委員と現地確認をしました。

場所は広谷町広谷大池の西側約 30ｍ行ったところです。小寺会長、竹内委員、井

手口委員と確認をし、５月の総会にて説明をした一画で、不幸があって売買できな

かった残りの農地です。作業ヤードとしての利用で、これまでに取得した農地と一

体的に使うとのことです。

【議長】ただいまの事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

【４番 竹内委員】○○○○はいつも他法はきちんと整えていると言います。私たちに

はそれは分からないので、事務局で確認をお願いします。

【議長】ほかに、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第１９号は提案どおり許可妥当の意見と

することにご異議はありませんか。
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（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第１９号は提案どおり許可妥当の意見と

します。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて議案第２０号 非農地証明交付申請について、事務局より説明してくだ

さい。

【事務局（田渕）】（議案第２０号を説明）

【議長】それでは、担当委員の補足説明をお願いします。番号１を濱保委員お願いしま

す。

【推４番 濱保委員】今月 20 日に木戸委員と土地所有者の○○さんとで現地確認をしま

した。

現地は農協矢野支店跡から西へ約 400ｍの山裾です。この土地の中には他家の墓所

区域が２か所あり、元々農地としては使いづらかったところです。隣接地は昭和の

年代から竹やぶになっており、根が進入してきていたこともあって、ご両親が病気

になられた平成 12 年ごろから耕作放棄されています。この土地の下側に用水路があ

り、全面竹やぶにはならない程度に地域として協力し伐採等していますが、農地と

しての利用は無理と考えます。よろしくご審議願います。

【議長】ただ今の事務局並びに担当委員の説明に、ご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。それでは、議案第２０号は提案どおり承認とすることに

ご異議はありませんか。

（異議なし）

【議長】異議なしと認めます。それでは、議案第２０号は提案どおり承認とします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【議長】続いて、日程第４ 報告事項に入ります。報告第１１号 農地法第５条の規定に

よる届出について、事務局から報告してください。

【事務局（田渕）】（報告第５号について報告）

【議長】ただいまの事務局の報告についてご質疑はございませんか。

（質疑なし）

【議長】質疑なしと認めます。これをもって本日の議事及び報告については終了としま

す。

------------------------------------------------------------------------------

【議長】続いて日程第５ その他に入ります。来月の農業委員会の日程についてですが、

９月２６日（月）午前９時３０分から、会場は府中市役所 ３階 ３０２・３０３

会議室で決めたいと思いますが、いかがでしょうか。
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（異議なし）

【議長】それでは、次回は９月２６日（月）午前９時３０分から、会場は府中市役所 ３

階 ３０２・３０３ 会議室と決めさせていただきます。これをもちまして、本日

の総会の議事日程のすべてを終了しました。ご苦労様でした。

令和４年８月２５日

議長（会長）

以上の議事の内容及び結果について、事実と相違ないことを証するため、議事録署名

人は次に署名押印する。

議事録署名人

議事録署名人


